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信
用
保
証
協
会
に
よ
る
保
証

と
い
う
と
、審
査
が
、金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
」と
小

倉
氏
は
実
情
を
明
か
す
。

　

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、バ
ブ
ル
経

済
の
崩
壊
で
ふ
く
ら
ん
だ
不
良
債
権
を
処

理
す
る
た
め
に
、金
融
庁
が
１
９
９
９
年

に
導
入
。
財
務
状
況
や
担
保
・
保
証
の
有

無
に
よ
り
貸
出
先
を
分
類
し
、回
収
リ
ス

ク
に
応
じ
て
貸
倒
引
当
金
を
積
む
よ
う
に

求
め
る
。
厳
し
い
検
査
で
銀
行
の
健
全
性

が
回
復
し
た
一
方
、リ
ス
ク
を
恐
れ
て
中

小
企
業
向
け
の
融
資
残
高
は
減
少
し
、

ピ
ー
ク
の
95
年
12
月
か
ら
約
30
％
減
の
状

態
で
現
在
も
横
ば
い
を
続
け
て
い
る
。

 

「
決
算
書
は
あ
く
ま
で
過
去
の
数
字
。
過

去
を
基
準
に
し
て
い
て
は
、企
業
が
成
長

す
る
た
め
の
資
金
を
供
給
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、日
本
の
労
働
生
産
性
が
上
が
ら

な
い
一
因
に
も
な
っ
て
い
ま
す
」

　

も
ち
ろ
ん
金
融
庁
も
現
状
を
重
く
と
ら

え
、18
年
度
末
に
は
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
廃

止
す
る
予
定
だ
。

　

代
わ
っ
て
金
融
庁
が
融
資
判
断
の
新
し

い
基
軸
と
す
る
の
が「
事
業
性
評
価
」。
決

算
書
分
析
や
担
保
・
保
証
に
頼
ら
ず
、事

業
内
容
や
成
長
可
能
性
な
ど
、企
業
の
将

営
流時

経

中
小
企
業
に
成
長
資
金
を
。

受
注
情
報
の
記
録
を
担
保
に 

運
転
資
金
を
調
達
で
き
る
。

Vol.106

来
の
姿
を
適
切
に
評
価
し
て
融
資
を
行
う

よ
う
に
求
め
て
い
る
。

 

「
し
か
し
、マ
ニ
ュ
ア
ル
審
査
を
20
年
続

け
て
き
た
結
果
、事
業
性
を
評
価
で
き
る

〝
目
利
き
〟の
行
員
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

の
が
課
題
で
す
。
電
子
記
録
債
権
が
期
待

を
集
め
て
い
る
の
は
、
事
業
性
評
価
を

行
っ
た
の
と
類
似
の
効
果
が
簡
単
に
得
ら

れ
る
か
ら
で
も
あ
る
の
で
す
」　

　

電
子
記
録
債
権
と
は
、08
年
に
施
行
さ

れ
た
電
子
記
録
債
権
法
に
基
づ
く
新
し
い

金
銭
債
権
の
こ
と
。
債
権
の
発
生
、譲
渡
、

支
払
い
、担
保
設
定
、保
証
な
ど
の
情
報

を
、
電
子
債
権
記
録
機
関

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
書
き

込
む
こ
と
で
効
力
が
生
じ

る
。
債
権
の
流
通
性
を
高

め
、投
資
家（
譲
受
人
や
担

保
設
定
者
）を
保
護
す
る
た

め
に
、手
形
と
同
様
、善
意

取
得
※
２
や
人
的
抗
弁
の
切

断
※
３

が
認
め
ら
れ
、
す
で

に
手
形
の
代
替
や
、
フ
ァ

ク
タ
リ
ン
グ（
売
掛
債
権
譲

渡
）の
手
段
と
し
て
普
及
し

始
め
て
い
る
。

 
「
こ
れ
ら
は
メ
ガ
バ
ン
ク

系
の
電
子
債
権
記
録
機
関

が
力
を
入
れ
て
い
て
、
主

に
大
企
業
が
活
用
を
進
め
て
い
ま
す
。
対

し
て
当
社
で
は
、中
小
企
業
の
資
金
調
達

を
支
援
す
る
立
場
か
ら
、ま
っ
た
く
新
し

い
融
資
の
ス
キ
ー
ム
を
開
発
し
ま
し
た
」

　

そ
れ
が「
受
注
債
権
担
保
融
資
※
４

」。

取
り
引
き
の
発
注
段
階
で
電
子
記
録
債
権

を
発
生
さ
せ
、そ
の
記
録
を
担
保
に
借
り

入
れ
を
起
こ
す
仕
組
み
だ
。
電
子
記
録
債

権
に
は
、任
意
的
記
載
事
項
と
し
て
追
加

の
規
定
を
書
き
込
め
る
た
め
、「
契
約
に

従
っ
た
目
的
物
の
引
き
渡
し
後
に
支
払

う
」と
の
抗
弁
を
付
け
て
お
く
こ
と
で
、

受
注
債
権
の
記
録
に
発
注
元
が
安
心
し
て

同
意
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

 

「
こ
れ
ま
で
、発
注
書
は
担
保
に
で
き
ず
、

せ
い
ぜ
い
融
資
判
断
の
材
料
に
な
る
程
度

で
し
た
。
発
注
書
が
偽
物
だ
っ
た
り
、複

数
の
金
融
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
た
り
す
る

危
険
性
が
あ
る
た
め
で
す
。
電
子
記
録
債

　

内
閣
府
の
発
表
に
よ
る
と
、今
年（
２
０

１
８
年
）６
月
で
景
気
拡
大
が
67
カ
月
連
続

と
な
り
ま
し
た
。
実
は
、こ
う
し
た
好
況

期
こ
そ
気
を
つ
け
た
い
の
が
資
金
シ
ョ
ー

ト
。
事
業
で
は
、一
般
的
に
入
金
よ
り
も

支
払
い
が
先
に
来
る
た
め
、受
注
や
販
売

が
好
調
な
と
き
ほ
ど
運
転
資
金
が
不
足
し

が
ち
に
な
る
た
め
で
す
。
と
こ
ろ
が
銀
行

融
資
は
決
算
書
重
視
で
、資
金
需
要
に
機

動
的
に
応
じ
て
く
れ
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で『
か
ん
ぽ
ス
コ
ー
プ
』は
、中

小
企
業
の
資
金
調
達
に
革
新
を
も
た
ら
す

と
期
待
さ
れ
て
い
る「
電
子
記
録
債
権
」

に
着
目
。
銀
行
系
以
外
で
唯
一
、総
理
大

臣
・
法
務
大
臣
か
ら
指
定
※
１
を
受
け
た
電

子
債
権
記
録
機
関
を
子
会
社
と
し
て
運
営

す
る
Ｔト

ラ

ン

ザ

ッ

ク

ス

ｒ
ａ
ｎ
ｚ
ａ
ｘ
株
式
会
社
の
小
倉

隆
志
社
長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

 

「
な
ぜ
決
算
書
あ
り
き
の
融
資
に
な
る
か

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

融
資
を
萎
縮
さ
せ
て
き
た
。
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「成長は、後継者難も解決
します」と語る小倉氏。

資
金
調
達
の
常
識
が
変
わ
る

「
受
注
債
権
担
保
融
資
」。

※1 国の法的権限を代わって行使できる許認可。　※2 譲渡人が無権利者であっても、そのことを知らずに譲受した場合は、債権取得の効力が生じること。　
※3 債務者は、原則、債権発生の事情などを理由に支払いを拒めないこと。　※4 同社はこのビジネスモデルで特許を取得し、「POファイナンスⓇ」の名で商標登録している。

Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
つ
い

て
解
説
し
た
小
倉
氏
の
著
書
。

経営者の皆様に、次への視野（スコープ）を。
毎月、かんぽ生命がお届けします。



サイン 疑われる病気など

むくみ
両下肢のむくみ（夕方に出現し、翌朝消失） 心臓病
両下肢のむくみ ネフローゼ症候群、慢性的な肝臓病（肝硬変）、肝がん
片方の下肢のむくみ 大腿静脈の血栓、鼠径リンパ節の腫れ

痛み
足の親指の痛み 痛風
太もも、膝、足の指の痛み 変形性関節炎、リウマチ性関節炎
片方の太ももやふくらはぎの痛み（歩行時） 血管障害（閉塞性動脈硬化症）、心筋梗塞、脳梗塞

権
な
ら
権
利
の
発
生
が
明
確
で
す
か
ら
、

い
ず
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
」

　

受
注
債
権
に
は
信
用
保
証
協
会
の
保
証

が
４
～
５
割
付
け
ら
れ
こ
と
も
融
資
を
容

易
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
納
品
・
検
収
が

済
め
ば
売
掛
債
権
に
変
わ
り
、担
保
価
値

は
10
割
に
な
る
た
め
、残
り
の
５
～
６
割

の
追
加
融
資
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
だ
。

 

「
受
注
債
権
担
保
融
資
」が
特
に
効
果
を

発
揮
す
る
の
は
、受
注
か
ら
納
品
ま
で
の

期
間
が
長
く
、請
負
金
額
が
巨
額
と
な
る

事
業
。
た
と
え
ば
建
設
業
や
シ
ス
テ
ム
開

発
業
で
は
、仕
入
れ
や
外
注
な
ど
で
支
払

う
資
金
が
手
当
て
で
き
ず
、受
注
を
諦
め

て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

 

「
そ
れ
が
、受
注
段
階
で
運
転
資
金
を
得

ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、事
業
を
拡
大
し

て
も
仕
事
が
ガ
ス
欠（
資
金
不
足
）で
止
ま

る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、研
究

開
発
や
設
備
導
入
な
ど
、先
行
投
資
と
な

る
成
長
資
金
の
需
要
に
応
え
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
一
方
、銀
行
に
と
っ
て
は
、電
子

記
録
債
権
と
い
う
明
確
な
根
拠
を
も
っ
て

成
長
資
金
を
供
給
で
き
る
の
で
、融
資
先

の
事
業
性
評
価
を
行
っ
た
の
と
同
様
の
結

果
に
な
る
の
で
す
」

 

「
受
注
債
権
担
保
融
資
」の
サ
ー
ビ
ス
開

始
は
今
年
の
７
月
。
現
在（
９
月
）時
点
で

城
南
信
用
金
庫
、西
武
信
用
金
庫
な
ど
が

取
り
扱
い
を
始
め
、
年
内
に
全
国
の
地

銀
、信
用
金
庫
な
ど
20
行
程
度
に
拡
大
す

る
予
定
だ
と
い
う
。

成
長
資
金
の
供
給
に
、

地
銀
、信
金
が
乗
り
出
す
。

文＝石原結
ゆ う み

實
イシハラクリニック院長。長崎大学医学部卒業、同大学院博士課程修了。医学博士。著書は『病気のサインを見逃すな！ 自分でできる健康診断』など300冊超。

下肢のむくみや痛み

下肢に表れるサインと病気

を見逃すな！病気のサイン

　片方の下肢がむくむ場合は、大
だいたい

腿静脈
に血栓ができているか、または前立腺が
んの転移時などに生じる鼠

そ け い

径リンパ節の
腫れによって静脈が圧迫されている可能
性もあります。
心筋梗塞や脳梗塞でも下肢に痛みが
　下肢に痛みが続く場合もさまざまな病
気が考えられます。代表的なのは、足の親
指（母指関節）に痛みが表れる痛風でしょ
う。夜間に発作が起きやすく、発

ほっせき

赤、腫
れ、熱感も伴います。太ももや膝、足の指

慢性的なむくみは重篤な病気の可能性も
　体の中で最もむくみが生じる部位は下
肢です。心臓から遠いため血液の流れが
滞りやすいことや、重力の関係で水分が
たまりやすいことがその理由です。同じ姿
勢を続けたとき、疲労が蓄積したときなど
にむくみは起こりますが、ひと晩寝たら治
まるような一過性のものならばさほど心
配はいりません。
　しかし、むくみが慢性的に続くようなら
ば、何らかの病気を疑ったほうがいいで
しょう。両下肢に表れるならば心臓病で
す。夕方に出現し、翌朝に消失するのを繰
り返す場合がほとんどですが、病気が進
行するとむくみは一日中続き、全身に及び
ます。腎臓病の一種であるネフローゼ症
候群や、慢性的な肝臓病（肝硬変）や肝が
んでも両下肢にむくみが生じます。

などに痛みが表れる場合は変形性関節炎
の場合が少なくありません。リウマチ性
関節炎の可能性もありますが、筋肉が衰
えた中高年の方は変形性関節炎が多いよ
うです。
　また、歩行時に片方の太ももやふくらは
ぎが痛み、休めば治まるといった症状が
出たら、血管障害（閉塞性動脈硬化症）の
可能性があります。心筋梗塞や脳梗塞の
前兆のこともあるので、不安を感じたらす
ぐに病院で検査をしましょう。

運転資金ショートの回避に、
   備えあれば憂いなし” です。
運転資金は、企業にとって「水」のようなもの。

水がなければ生物は生きていけないように、

運転資金が枯渇すれば、企業は存亡の危機に立たされます。

資金ショートは、業績が好調なときでも生じるので、

運転資金を確実に用意できる方法を考えましょう。 「運転資金に活用」の巻

マンガで楽しく、
分かりやすく
ご案内しています。

ぜひ
ご覧くだ

さい”
ウ
チ
に
発
注

決
定
で
す
か
‼

（2018.11.1）

（注）
記事中に記載の法令や制度等は取材当時のもので、将来変更されることがあります。詳細につきましては、各専門家にご相談いただきますようお願いいたします。
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